
令和８年１月２７日 

 

「ツインブリッジのと」の通行止めについて 

１．趣 旨 

 現在、片側交互通行により暫定通行を行っている「ツインブリッジのと」（中能登農

道橋）については、このたび、橋梁内部に敷設されている特殊ケーブルの移設工事が完

了したことを受け、以下の期間に通行止めを実施し、橋げたを持ち上げる作業を行いま

す。 

 

 

２．通行止め内容 

   

  通行止め期間：令和８年２月１７日（火）～２６日（木）１０日間 

  通行止め区間：ツインブリッジのと L＝８００ｍ（七尾市中島町長浦～能登島通町） 

  迂  回  路：能登島大橋（主要地方道七尾能登島公園線） 

 

 

３．周知方法 

 七尾市の広報により地域住民に周知を行うほか、石川県バス協会等の団体を通しての

事前周知や「石川みち情報ネット」、県公報の活用、現地に通行規制看板を設置するな

ど、周知に努めます。 

 
    
＜参考＞「ツインブリッジのと」の位置図および迂回路   
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